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業務規程の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（公開買付期間中における自己買付け） 

第５３条  施行令第１２条第２号及び同第１４条

の３の７第５号に規定する証券取引所の定める

規則において有価証券の流通の円滑化を図るた

め認められている買付けは、本所の市場におけ

る次の各号に掲げる買付けとする。 
（１）～（１４） （略） 

 

 

（公開買付期間中における自己買付け） 

第５３条  施行令第１２条第２号及び同第１４条

の３の７第４号に規定する証券取引所の定める

規則において有価証券の流通の円滑化を図るた

め認められている買付けは、本所の市場におけ

る次の各号に掲げる買付けとする。 

（１）～（１４） （略） 

付   則 
 この改正規定は、平成１８年１２月２１日から

施行する。 
 

 
 

 




